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　次の要件に該当する18歳に達する日以後の最
初の3月31日までの間にある児童（心身に中程度
以上の障がいを有する場合は20歳未満）を養育
している父、母、または父もしくは母に代わって児
童を養育している人（養育者）に対して手当を支
給します。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・その他（父または母が１年以上遺棄している児童、
　父または母が１年以上拘禁されている児童、母
　が婚姻によらないで懐胎した児童など）
※平成10年3月31日以前に、母または養育者が上
　記の要件に該当している場合は、申請すること
　ができません。
■次のような場合には手当は受けられません
　児童が次の要件に該当するとき
・日本国内に住所がないとき
・父または母の死亡について支給される公的年
　金または遺族補償を受けることができるとき
・児童福祉施設などに入所しているとき、または
　里親に預けられたとき
・父または母に支給される公的年金の加算対象
　となっているとき
※平成23年4月1日から父または母が障害基礎年
　金を受給している場合で、児童がその加算対象
　となっているときは、児童扶養手当と金額を比
　較し、金額の高い方を選択できるようになりま
　した（同一の子を対象とした児童扶養手当と障
　害年金の子の加算の両方を受けることはでき
　ません）。
　受給資格者が次の要件に該当するとき
・日本国内に住所がないとき
・公的年金の給付を受けることができるとき（老
　齢福祉年金を除く）
・婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係
　（内縁関係など）があるとき。なお、同じ住所に
　異性の住民登録などがあり、父子または母子で
　の生活が明らかにできない場合や、住民登録が
　なくても同じ居所に異性が住んでいる場合も
　婚姻関係と同様とみなします。
※上記以外にも支給しない場合がありますので、
　必ず事前にご相談ください。 

■児童1人の場合
　全部支給　月額4万1,550円
　一部支給　月額4万1,540円～9,810円
■児童2人以上の場合
　2人目　月額5,000円の加算
　3人目以降　月額3,000円の加算
※一部支給の額は受給資格者の所得額に応じて
　決定します。また、受給資格者または扶養義務
　者（同居の親族）の前年の所得が次の限度額以
　上ある場合は、その年度（その年の8月から翌
　年の7月まで）は、手当を支給しません。
所得制限限度額

　児童扶養手当を受給するには申請が必要です。
必ず手続きをしてください。
　申請した月の翌月分から支給し、支給月（4・8・
12月）の前月までの4カ月分を指定の金融機関の
口座へ振り込みます。振込日は各支払月の11日以
降です。ただし、11日が金融機関の休業日に当た
る場合はその直前の営業日になります。
申請に必要なもの
　申請者および児童の戸籍謄本、申請者名義の金
融機関の通帳、申請者の年金手帳、所得課税証明
書（平成23年1月1日に津市に住所がなかった人）、
賃貸契約書（借家などの場合）の写しなど
※必要に応じ、上記以外の書類を提出していただ
　く場合があります。

ひとり親家庭の皆さんへ

　児童扶養手当受給者で、本人の所得制限に
より全額支給停止となった場合、その本人の
所得が限度額の40万円を超えない範囲であ
れば、母子家庭等児童援護金を受給すること
ができます。
支給額　月額2,480円～8,010円

母子家庭等児童援護金制度

税法上の扶養人数

０人

１人

２人

３人以上

本人の所得

192万円

230万円

268万円

以降38万円ずつ加算

扶養義務者等所得

236万円

274万円

312万円

以降38万円ずつ加算

※所得額は各種控除もあるため目安としてください。

手当の支給

児童扶養手当を受けることができる人
（受給資格者） 支給月額

問い合わせ　こども家庭課
　　229－3155　　229－3334

問い合わせ　総務課　　229－3112　　229－3255

平成22年国勢調査　人口等基本集計結果平成22年国勢調査　人口等基本集計結果平成22年国勢調査　人口等基本集計結果
　平成22年に行った国勢調査（平成22年10月1日
現在）の人口等基本集計結果（確定値）が総務省統
計局から公表されました。
人　口　総数　28万5,746人
　　　　男　　13万8,643人
　　　　女　　14万7,103人
世帯数　11万3,092世帯

　私には、学生時代、同級生を通じて知り合
った外国人の友達がいました。
　当時、私は外国人に対して苦手意識があ
りました。紹介された彼はオーストラリアの
原住民の血を引き、がっしりとした体で、彫
りの深い顔立ちの青年でした。その時は「ち
ょっと怖いなあ」というイメージを持ってし
まいました。
　しかし、接していくうちに、彼は全く怖い
人ではなく、心優しく自分の意思をしっかり
と持った魅力的な人だということが分かっ
てきました。
　そんな彼からある時､｢俺って怖いかな」
と聞かれました。その時私は「怖くないよ」
と答えました。そして、彼になぜそんなこと
を聞くのかを尋ねました。彼は、今まで知ら
ない人にじろじろと見られて何だろうと思い、
その人を見ると、目をそらされるなどの嫌
な思いをしてきたことを話してくれました。
　その話を聞いて、出会ったころに、彼のこ
とを少しでも怖いと思ったことが恥ずかし
くなりました。
　ほとんどの人は「自分は差別なんてして
いない」と言うかもしれませんが、多くの人
は、私のときのように心のどこかにある差

別心に気付いていないだけなのかもしれま
せん。私は実際に外国人とふれあい、彼らの
良さを知る中で、外国人に対する偏見が私
の中にもあることに気が付きました。
　人はふれあうことで、その人の思いを知
ることができたり、その人の人となりを知る
ことができたりします。そうすることで、日
本人や外国人ということとは関係なく、一
人の人として、自然体で付き合っていくこと
ができるのではないかと私は考えます。　
　そもそも、なぜ外国人に対する差別や偏
見が起こるのでしょうか。それはきっと自分
たちとは異なる文化を拒絶しようとする気
持ちからくるのだと思います。しかし、自分
たちの文化以外は認めたくないという考え
をみんなが持ってしまったら、この問題はい
つまでたっても解決しません。
　まず相手の思いを受け止め、対話をして
いくことが大切だと思います。その積み重
ねが、自分と相手のよい関係をつくり、やが
ては、より豊かな社会の構築につながって
いくのではないでしょうか。皆さんも話すチ
ャンスがあれば、ぜひ勇気を出して話し掛
けてみてください。
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児童扶養手当を支給しています


